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くらしの危険を防ぐには～ Ⅲ  悪徳商法について！ 

山田 俊一 
 

はじめに 
 
 写真 1 は三重県伊賀市の社会福祉協議会の活動の一環として、お年寄りの前で「悪徳商法」をテーマ

にした寸劇を披露している写真である。 

 
写真－１ 悪徳商法寸劇のシ－ン 

 
出所：毎日新聞２００８年９月１１日付け 

  
 読売新聞 2008 年 9 月 10 日付けによると、国民生活センタ－への認知症や知的障害などで判断力の不

十分な人の契約紛争相談件数が 2007 年度 1 万 25 件、3 年連続で 1 万件を超していて相談件数の高止ま

り傾向が続いていると報じている。また、20 歳代前半の若者も契約紛争相談も後を絶たない昨今である。 
  
 業者と消費者の契約紛争について主な問題悪徳商法の事例および勧誘の手口・特徴・問題点を探り、

それらへの個人としての対処方法・心構え、被害を防ぐための法などの規制、設置される事が期待され
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ている「消費者庁」などを考えてみる。詐欺的な契約紛争についてはここでは論じない。 
 
1 相談の種類 

 
 図１－１は（社）全国消費生活相談員協会に「週末電話相談事例集」の 2007 年度版の目次である。こ

の事例集も契約紛争の事例が多くみられる。 
 
図１－１ 相談の種類 

 
出所：（社）全国消費生活相談員協会編 「こんな相談ありました」平成１９年度版 目次 

  

 相談件数も表１－１に示す通り 2007 年度を除き年々増加傾向である。2007 年度は減少しているが原

因は明示されていない。おそらく消費者生活センタ－、担当省庁の相談窓口が利用されやすくなったこ

とで、当協会は週末の相談に対応していて他の相談窓口が広がったことが原因だと思われる。 相談内

容件数では契約・解約が最多数で販売方法、価格・料金と続いている。 
 契約・解約の相談件数が相談件数のなんと 83.8％を示している。消費者はよく契約内容を理解せず、
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なんとなく、恐怖感の内に、錯誤に陥れ、又、理解能力のない消費者を相手に対して巧妙に契約を締結

している場合が多くみられるようである。このような消費者を騙すような契約を「悪徳商法」とされ消

費者が多大な損害を被っていて大きな社会問題の一つとなっている。 
 
表１－１ 年推移契約件数、商品・サービス別、内容分類別相談件数 

 

出所：（社）全国消費生活相談員協会編 「こんな相談ありました」平成１９年度版 はしがき 

 

2 おもな問題商法 
 
表２－１ 主な問題商法

商法の名称 主な商品・サービス 主な勧誘の手口・特徴と問題点

健康食品・美顔器・浄水器 販売組織に加入し、購入した商品を知人に売り、組織に勧誘し、それぞれがさらに

マルチ商法 化粧品・ファックス 加入者を増やすことによりマージンが入るとうたう商法。加入者にとっては勧誘され

（連鎖販売取引） た時点のもうけ話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えるこ

とになる。合法的なものもある。悪質なものが問題である。

金銭・有価証券などの配当 後から加入した者が支出した金銭等を先に加入した者が受け取る配当組織。

ネズミ講 開設・運営・勧誘を禁止する法がある。インターネットによる勧誘を「マネーゲーム」

（無限連鎖講） と称されている。ネズミ講は金銭によるもので、商品が介在するものはマルチ商法

である。

アクセサリー・複合サービ 「抽選に当選したので景品を取りにきて」「特別にモニターにえらばれた」「いい人

アポイントメント ス・会員・絵画 に逢わせる」など他の人と比べて有利な条件を強調して電話などで呼び出し商品

セールス やサービスを契約させる。

化粧品・美顔器・エステ 路上でアンケート調査などと称して喫茶店・営業所に連れて行き、契約に応じない

キャッチセールス 絵画 限り、帰れないような雰囲気にして商品・サービスを契約をさせる。

電話情報サービス・エステ 「無料招待」「無料サービス」「無料体験」など「無料」をセールスポイントにし人を

無料商法 化粧品 集め、高額な商品・サービスを契約させる。

サイドビジネス 健康食品・化粧品・パソコ 「内職・副業になる」「脱サラできる」などで収入絡みの契約をさせる。

商法 ンの内職

布団・電気治療器具 「商品の無料配布・低廉販売」などで人を集め、締め切った会場で得した気分を

催眠（SF）商法 健康食品 高揚させ市場価格より高額な商品を売り付ける。

雑誌・ビデオソフト・新聞 商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入代金を支払ねばならい

ネガティブ 書籍 と勘違いして支払うことを狙う商法。代金引換郵便の悪用とか、福祉目的をよそう

オプション ようにし、商品を買わせる場合もある。送りつけ商法。

床下換気扇・上下水道 点検すると言い家に上がり込み、「床下が傷んでいる」「シロアリが居る」「布団に

点検商法 布団・浄水器・耐震工事 ダニがいる」「地震に弱い」など不安をあおって商品・サービスを契約させたり工事

を請け負ったりする商法。

行政・司法書士等の資格 電話等で「受講すれば資格がとれる」などと執拗に勧誘し教材の契約をさせる。

資格商法 取得の講座

アクセサリ－・絵画 出会い系サイト・メ－ル等でデ－トを装い契約させる商法。契約後は行方不明とな

デ－ト商法 る場合が多い。  
出所：国民生活センタ－編「くらしの豆知識‘08」2007 年９月 p.60,61 
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 国民生活センタ－の消費生活データベースでの特に注意事例を紹介する。1） 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
  

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 
 

 

 

 



12 
 

3 クーリング・オフとは 
 
 対等の人々が自らの責任で情報を集め、それを基にして自由に交渉して契約内容を決定して合意すれ

ば原則として契約は成立する。契約には権利と義務がともなう。国は権利を保護し、義務が不履行の場

合は義務の履行を強制し、あるいは義務者は権利者に賠償責任を負うものである。契約当事者が対等な

状況であることが前提である。近代国家では個人・消費者は圧倒的に業者・企業集団の情報量・立場の

状況などに劣性な状況で契約を余儀なくされている。このような結果個人・消費者が非常に不利な契約

により損害を被っていることを救済するために雇用には労働法、契約関連には消費者契約法・特定商取

引法・割賦販売法、その他消費者の正当な権利を擁護している法律がある。契約による消費者事故に関

連して、ク－リング・オフ制度は消費者保護に重要な役割を担っている。 
 ク－リング・オフ制度とは消費者が対等な立場でなく契約してしまった後冷静に考え直す時間を与え、

一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度である。2008 年６月 18 日にはより消費者の保護を

強める割賦販売法・特定商品取引法の改正が公布され遅くとも 2009 年 12 月 18 日までには施行される

はこびとなっている。現ク－リング・オフ制度の概要と改正点など課題を整理する。 
 表３－１の通信販売契約（インタ－ネット販売含む）はク－リング・オフ制度は適用されない。通信

販売は自ら積極的に契約をしているので、クーリング・オフ制度の保護はない。被害を最小限に止める

ためには必ず通信販売契約では業者の返品対応の規定をよく吟味することが重要である。 
 表３－１、３－２がク－リング・オフ制度がある契約である。現在はマルチ商法・モニタ－商法など

は全商品・サ－ビス・役務が対象である、その他の取引では政令で指定されているものに限る。全商品

等が対象になるのは 2009 年 12 月 18 日以降である。その間の取引契約は政令で指定されている商品等

に限られているので注意が必要である。 
 また、契約が 3000 円未満の現金取引、消費したらク－リング・オフできないと記されている政令指定

消耗品を消費した場合はク－リング・オフ制度は適用されない。 
 
表 ３ － １  特 定 商 取 引 法 の ク － リ ン グ ・ オ フ 制 度

 
出所：（社）全国消費生活相談員協会編「こんな相談ありました‘08」（社）全国消費生活相談員協会 2008 年 5 月ｐ.20 



13 
 

表３－２ 特定商取引法以外でのク－リング・オフ制度 

　取引形態 　　　　　　　　　　　販　売　方　法 期　間
クレジット契約 店舗外でのクレジット契約（２ｶ月以上の期間で3回払い以上）を利用 ８日間

（割賦販売法） した指定商品・権利・役務の契約

生命・損害保険 申込者が日を通知して営業所を訪問し契約の申し込んだ以外の契約 ８日間

（保険契約法） で、保険料の振込をしていない、期間1年を超える生命・損害保険契約

海外商品先物取引（海外先物取引規制法）１４日間・商品ファンド契約

その他ク－リン （商品投資事業規制法）１０日間・冠婚葬祭互助会契約（業界標準約款）8日間・

グオフのある 宅地建物取引8日間・預託等取引契約14日間・投資顧問契約10日間・不動産

契約 共同事業契約8日間・小口債権販売契約8日間・ゴルフ会員権契約8日間  

出所：国民生活センタ－編「くらしの豆知識‘08」国民生活センタ－2007 年 9 月 p.91 より山田作成 

 
 訪問販売を例にしてク－リング・オフする場合のチェックポイントを整理するとつぎのようである。2） 

❶  契約場所 

 契約場所は業者の店舗・営業所以外の場所でなければならない。自宅、喫茶店、路上、電話勧誘など、

またキャッチセ－ルス、アポイントセ－ルス、催眠商法などの場合は店舗であっても可能である。  

❷  購入した商品 

 経済産業省の政令で指定されている商品・権利・役務（サ－ビス）でなければならない。遅くとも 2009

年 12 月 18 日からは原則として全商品が対象となり消費者保護が強化される。それまでは指定されてい

る消費・権利・役務のみが対象である。3) 

❸ 価格 

 現金の場合は 3000 円以上の取引であること。 

❹ 書面を受け取ってから期間は 8 日以内 

 契約書面を受け取ってから 8 日以内であること。書面が渡されていない場合や、記載内容に不備があ

れば 8 日過ぎていても可能である。 

 契約書面には以下の事項を記載されていなければならない。4） 

➀商品の種類、性能、品質に関する重要事項 

➁提供される役務を利用する業務の提供についての条件に関する重要事項 

➂特定負担に関する事項 

➃業務提供誘引販売契約の解除に関する事項 

➄業務提供誘引販売業を行う者の氏名、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 

➅契約の締結を担当した場合の氏名 

➆契約年月日 

➇商品名、商品の商標または製造者名 

➈特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 

➉割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 

 その他、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。ク－リング・オフの

事項も赤枠の中に赤字で記載する。書面の字の大きさは 8 ポイント以上であることが必要としている。 

➎ 政令で指定された消耗品の場合 

 政令の別表第四に健康食品、防虫・防臭剤、生理用品、化粧品、浴用剤、ワックス、履物、壁紙など
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は未使用であることが条件である。但し「使用するとク－リング・オフできなくなる」との書面記載が

なければ使用・開封してもク－リング・オフが可能である。使用した分は支払義務がある。 

➏営業のための契約ではない 

 消費者保護の制度であるから、営業としての契約は適用されない。 

➐クーリング・オフは書面で行う 

 クーリング・オフは書面（ハガキでもよい）で行わなければならない。宛先は代表者宛てで書面はコ

ピ－しておく。配達記録郵便にすることが肝要である。勿論コピ－・配達記録郵便の領収書は保管して

おく。クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも同時に発信する。 

 

図３－1 ク－リング・オフの通知例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：（社）全国消費生活相談員協会編「こんな相談がありました平成 19 年度版」（社）全国消費生活相談員協会 2008 年 5 月 p.21 

➑クーリング・オフで妨害があった場合 

 「クーリング・オフはできない」と言われた、脅かせれて出来なかった、政令指定消耗品を試しに使

うように言われて使ってしまったという場合は 8 日を過ぎてもク－リング・オフが可能である。業者か

ら改めてクーリング・オフ記載の書面を渡されてから 8 日をすぎるまでは可能である。 

➒返金は出来たか 

 支払った金額は全額返金してもらう。受け取った商品は業者側の費用で引きとってもらうよう要求す

る。業者は商品を引き取る義務がある。 

➓無事解決したら関係書類 5 年間の保管 

 商法 522 条では業者の債権は 5 年間で消滅時効が成立すると規定してある。その後のトラブルを防ぐ

ために関係書類は 5 年間保管することが肝要である。 

 

 以上が訪問販売でのク－リング・オフのチェックポイントである。電話勧誘販売・連鎖販売取引（マ

ルチ商法）・特定提供誘引販売取引（内職・モニタ－商法）なども同じような流れである。電話勧誘取引

は訪問販売と同じくク－リング・オフ期間は 8 日で対象商品も同じである。他は期間 20 日で対象商品は

すべてである（表３－１）。特定商取引法以外でク－リング・オフが認められている取引形態は表３－２

に示している通りである。 

 



15 
 

 このようにクーリング・オフ可能期間が短いきらいがあるが、民法の基本での契約の安定性を阻害す

る例外規定を克服して弱い消費者の権利を保護していて消費者保護への意義は大きいのである。意に沿

わない契約を消費者は解除出来るのであるが、高額商品は分割払いの場合が普通である。また、消費者・

業者ともに１回の支払が少ないのは契約がまとまり易いので分割払いは両者に便利な制度であり現代の

経済発展に寄与している。しかし現行法では購買契約其のものは解除出来るのであるが、割賦販売法で

のク－リング・オフ制度の条件は消費者に厳しくクレジット会社が支払い済みの金額の消費者への全額

返還義務は規定されていないのである。特定商取引法でのク－リング・オフ制度を利用しても今後の支

払の拒否は法で守られているが、クレジット会社には既に支払った金額の返還をしてもらうには大きな

困難があるのが現状なのである。 

 このように消費者保護が充分でない状況に鑑み 2008 年６月 18 日に特定商取引法と割賦販売法の改正

が公布され 2009 年 12 月 18 日までに施行されるはこびとなっている。この改正内容と課題を次に整理を

してみる。 

 

4 特定商取引法と割賦販売法の 2008 年 6 月改正 

 

 訪問販売での契約は高額商品で分割販売契約が伴う場合が多い。 

図４－１はクレジットトラブルの例である。消費者はこのトラブルで多くの損害を被った。訪問販売

でク－リング・オフした契約でもクレジット契約の伴う契約では、支払済みの金額を取り戻すことが困

難である場合が多い、実質的には不可能な場合の事例がよくみられる。 

 

図４－１ クレジットを使った悪質商法の事故例 

 

出所：2007 年 11 月 30 日付毎日新聞   
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 このような事例にクレジット会社が悪徳商法を助長していると社会問題化し今回の改正でクレジット

会社も共同責任があるものとされた。この改正ではカ－ドでのクレジットは適用されない。商品購入時

に個別にクレジットを申し込むものが対象である。 

 図４－２はクレジット契約の仕組みと改正点である。消費者は商品・サ－ビス等の購入時クレジット

契約を結ぶのであるが、契約がそれぞれ別の契約である認識が薄い。その結果トラブルになる場合が多

くみられる。 

 

図４－２ クレジット契約の仕組み 

 

出所：2008 年 5 月 8日付朝日新聞 

 

割賦販売法の主な改正点 5) 

●契約書面の交付義務がある 

 クレジット会社は訪問販売等でクレジット契約を結ぶ時契約書面を交付しなければならない。消費者

は訪問販売等で販売契約・クレジット契約をした場合は、ともにク－リング・オフができる。ク－リン

グ・オフされたクレジット会社は既払金の返還義務を負うことになっている。書面に不備があれば、正

しい書面の交付までク－リング・オフ期間は延長される。 

●過量販売契約の解除時にクレジット会社も既払金の返還義務ある 

 訪問販売契約が通常必要とされる数量以上とされ契約解除出来る場合は、これにともなうクレジット

契約も同時に解除出来る。これはクレジット会社も即払金の返還義務あるものである。 

 高齢者が多く被害を被っていた契約である。次々販売契約の救済に有効な改正である。 

●クレジットを利用する販売業者が販売契約やクレジット契約に嘘の説明（不実の告知） 

消費者に嘘の説明で誤認させて契約させた場合は販売契約の取り消しと同時にクレジット契約も取り

消しが出来る。クレジット会社は既払金の返還責任がある。クレジット会社に不注意があったかどうか
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は問われず、クレジット会社は既払金の返還責任があるとしている。クレジット会社は販売会社にクレ

ジット申込書類を預けその作成を委ねている。当然不当契約であれば共同責任であるとの趣旨である。 

●販売業者・契約消費者に対する調査義務 

 クレジット会社は訪問販売での契約を結ぶ時は販売会社の勧誘方法について調査しなければならない。

不当勧誘行為による契約は結ぶことが禁止された（適正与信義務）。 

 さらに契約者の知識・経験・財産の状況や契約目的に照らして適正な業務を実施する義務がある。 

 いわゆる過剰与信防止はクレジット会社の努力規定であったのが明確な義務となった。過剰与信の基

準については現在検討中である。 

 さらに顧客の苦情を迅速かつ適正に処理する義務も負うこととなっている。 

●契約者の過剰与信の規制強化 

 クレジット会社はクレジット契約を結ぶさい、顧客の年収、預貯金、クレジット債務などを調査する

義務を負い、支払可能見込額を超えるクレジット契約は禁止されている。「支払可能見込額」とは、住居

を処分することなく、かつ生活維持費を使用することなく支払可能な年間額を指す。調査に当たり指定

信用情報機関 6）を利用する義務も負っている。 

●割賦要件と指定商品制の廃止 

 割賦販売とは「2 ｶ月以上かつ 3回以上の分割払い」が現在の割賦販売法の要件である。改正では「2 ｶ

月以上の後払い」であれば 1 回払いも適用対象となった。対象商品・役務は特定商取引法と同じく原則

として全商品・役務が対象となる。ただし、自社式割賦販売とロ－ン提携販売では、割賦要件・指定商

品制は維持される。注意する必要がある。 

●個別クレジット会社も登録制・行政規制 

 カード会社は登録され行政規制がされている。個別クレジット会社は何の規制もなかったのであるが

改正法では登録制と改善命令等の行政規制が定められた。 

 

特定商取引法の主な改正点 

●適用対象商品・役務は原則として全品 

 クーリング・オフ制度は訪問販売等の指定商品・役務から原則全商品が対象になる。権利は指定制が

のこる（施設の使用権・チケット等）。 

●拒否者への再訪問勧誘禁止 

 訪問販売業者は勧誘をうけるかどうか意思の確認義務がある。また、契約を拒否した消費者への再勧

誘は禁止された。 

●過量販売解除権 

 訪問販売により日常生活で必要とされる分量を著しく超える契約をした場合は原則として購入者はな

んの条件なく契約を解除することが出来る。契約解除の行使期間は契約締結の日から 1 年以内である。

契約自体が不当な契約であると推定されているからである。クレジット契約も同時に解除出来、既払金

の返済責任もクレジット会社は負うことになっている。次々販売被害の救済を容易にする改正だといわ

れている。 

●迷惑広告メ－ルの送信禁止 

 広告メ－ルの氾濫に対する規制強化として事前の承諾を得た消費者以外には広告メ－ルを送信するこ
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とが禁止された。事前承諾を得るにはどうするかは現在具体的にどのようなものか検討中である。この

規定は改正公布から 6 ｹ月以内に施行される（’08 年 12 月 18 日以内）。 

●通信販売における解約返品制度 

 通信販売の広告に解約返品に関する表示がない時は商品を受け取った日から 8 日間無条件で解約返品

が出来る。ク－リング・オフとは異なり解約返品を制限する表示があれば購入者の無条件の解約返品は

出来ないし、返品費用は購入者の負担である。 

 

 これらの改正が施行されれば悪徳商法から購入者の被害はかなり救済されると思われる。その意味で

は画期的な消費者擁護の規制である。 

 クレジット会社の調査義務・既払金の返還責任は特商法の適用取引（通信販売は除く）にのみ限られ

ている。また、販売業者が倒産した場合クレジット会社は返金責任がない。これは意図的な倒産を図る

販売業者との契約は救済されない恐れがある。 

 宝石販売で大きな問題になった「ココ山岡」事件、呉服など展示会販売など店舗販売でのクレジット

会社の既払金の返還責任はない。店舗販売・通信販売などでの購入者の被害が多発していることを考え

るとまだ課題は残っている。勿論購入者の自己防衛も必要である。   

 

5 契約を途中でやめる方法 

 

 契約は何らかの理由がなければ勝手にやめられない。これは現在社会で契約は経済活動の根底となっ

ているからである。契約は自由と言っても公序良俗違反・錯誤・意思無能力者による契約は社会秩序・

公平性から無効な契約である。無効契約は最初から契約に効力がない契約であり、契約成立後契約を中

途でやめることとはことなる。ここでは後から中途で契約をやめる場合を整理してみる。7） 

 

●クーリング・オフ出来る場合 

 前に述べたように一定の条件のもとでクーリング・オフ制度では消費者は契約を一方的にやめること

ができる。消費者保護の規定である。 

●民法など一般法でやめられる場合 

 ➀未成年者・高齢者など制限行為能力者の契約で取消できる契約をした場合 

 ➁詐欺・脅迫による契約 

●消費者契約法による契約をやめる場合 

 クーリング・オフ制度は現法律では商品・役務等が特定されている、また、取消期間が短い。ク－リ

ング・オフ制度が適用されない場合（対象商品・訪問販売以外の契約・ク－リング・オフ期日過ぎ）な

どに消費者契約法で契約を中途でやめることに利用されている。 

誤認・困惑などでの契約した場合 

♦重要事項の不実告知（物品・権利・役務その他契約の目的となる質・用途や対価など取引に関する

事項） 

 ♦断定的判断の提供（確実に儲かる等で勧誘） 

  ♦不利益事実の不告知（重要事項に関する事項も含む） 
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  ♦退去妨害（店舗などで退出を妨害され仕方なくした契約など） 

  ♦不退去（訪問販売など退去を求めても帰らず仕方なくした契約など） 

以上のような場合は契約をやめる権利がある。 

 消費者契約法での契約をやめるには、成立要件は厳格であるが、手続きは簡単であるク－リング･オフ

制度より成立要件は緩やかであるため消費者に立証責任が生じる場合もあり手続きが煩雑である。原状

回復義務なども微妙な違いがあるようである。 

●契約解除ができる場合 

 クーリング・オフ制度・消費者契約法等で契約を途中でやめられない場合でも契約をやめられる場合

がある。 

 契約の約定を相手が守らない（債務不履行）や瑕疵があり契約の目的が達成されない場合には法律で

契約解除権が認められている（法定解除権）。契約時契約解除理由の約定がありその理由が発生した場合、

契約時「手付け」が払われている場合、契約の履行のまえに一方が手付金を放棄するとか、2 倍の金額を

返せば契約解除ができる（約定解除権）。 

 また、中途契約の制限・損害賠償等の額を高額に定めていて契約条項が一方的に消費者に不利な内容

で信義誠実に反する場合などは消費者契約法により不当な条項として無効を主張できる。 

 債務不履行もなく、契約で解除できる場合を約定なくても当事者が話し合い解除するという合意がで

きれば解除ができる。これを合意解除という。ク－リング・オフ制度や消費者契約法での契約をやめる

ことが出来ない場合消費者のトラブルの解決に利用されている。 

●委任契約・請負契約の中途解約 

 資格試験講座受講契約などの委任契約やリフォ－ム工事などの請負契約は、相手側に生じている損害

を支払うことで中途契約が出来る。 

●特定継続的役務提供の関連商品の解約 

 表５－１の 6 業種は特定商取引法で理由に関係なく中途解約ができる。事業者に支払う損害賠償金額

の上限も規制されている。 

 

表５－１特定商取引法での解約権のある業種と損害賠償金額の上限 

   

出所：国民生活センタ－「くらしの豆知識‘8」p.109 
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 主契約に付随する化粧品・教材等関連商品購入契約も解約できる。使用した商品分は負担する必要が

ある。事業者自体が倒産した場合などは実質的に支払った金額を取り戻すことは困難である。 

●マルチ商法の解約 

 マルチに加入後 1 年以内に退会した場合は、退会前 90 日以内に受け取った商品で未使用であれば特定

商取引法で解約・返品が出来る。 

 

 一定の期間権利が行使されない時は権利が消滅します（時効）。消費者の相手は事業者であるから原則

として５年である。飲食など 1～3年の短い時効やク－リング・オフ・消費者契約法ではより短い時効が

定められているから注意が肝要である。 

 

６ 損害を取り戻す方法と相談先 

 

 前章 5 では法律的な契約解除の概要を整理したものである。実際の消費者紛争の解決方法をここでは

整理してみる。 

 国民生活センタ－・消費者センタ－に相談する、示談による方法、 ADR・仲裁センタ－による方法、

訴訟による方法、犯罪の疑いある場合は刑事告発等などである。8） 

 

●消費者生活センタ－に相談する 

 消費者トラブルで被害を被って泣き寝入りする消費者もまだかなり多数に昇ると推定される。一つの

泣き寝入りは次々の消費者被害が拡大する可能性がある。泣き寝入りせず各市町村の消費者生活センタ

－におもむき、又電話でも相談に行くことが重要である。消費者センタ－は業者に対して強い権限はな

いが業者を呼び出し話し合いに応ずるように勧告してくれる。場合によっては専門の相談者（弁護士会

の紛争解決センタ－等）を紹介もしてくれる。専門知識のない消費者にとっては心強い味方である。相

談することによりマスコミが広く世論に問題を取り上げてくれる場合も期待できる。 

 

●当事者による示談 

 消費者が業者と相対で話し合いトラブルを解決する方法である。示談は短時間で解決、費用も少ない、

双方の諒解での解決であるから解決内容が履行されやすい。専門家（例えば弁護士等）が仲に入ってい

れば解決の公正が保たれるが、知識豊富な業者に対して素人である消費者個人での示談交渉では解決の

公正さに疑問が残る。 

 示談が成立したら強制執行付き示談書の公正証書にすることが肝要である。 

 

●ADR・仲裁センタ－による方法 

 各地の弁護士会が運営している消費者トラブル解決センタ－に相談する。9）  

  2008 年９月現在全国で２５弁護士会が 29 センタ－を設置している。「仲裁センタ－」、「あっせん・仲

裁センタ－」、「示談あっせんセンタ－」。「紛争解決センタ－」、「法律相談センタ－」、「民事紛争処理セ

ンタ－」、「ADR センタ－」10）などと呼ばれている。千葉県・茨城県の弁護士会には設置されていないが

東京都・埼玉県の弁護士会には設置されているから近くの弁護士会を利用することが出来る。 
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 この解決センタ－は相談消費者の代理人ではなく双方の言い分をよく聞き、当事者の十分な話し合い

を促し、どちらかに軍配をあげると言うことでなく当事者がお互いに納得がいく解決案を探り紛争解決

を目指すものである。 

 当事者が仲裁を同意した場合は仲裁人が紛争の仲裁判断を作成する。仲裁判断は裁判所の確定判決と

同じ効力が認められている。不満があっても再度裁判で争うことはできない。 

 期間も裁判に比べればかなり短いし、費用も比較的かからない。費用は各組織で異なるが、例えば表

６－１は東京弁護士会の費用に関しての規定である。 

 

表６－１ 東京弁護士会の費用 

 
出所：東京弁護士会 http://toben.or.jp/news/dispute/center.html 

 

●都道府県の消費者苦情処理委員会による方法 

都道府県には条例により、消費者トラブルのあっせん・調停を行う機関として「消費者苦情処理委員

会」がある。消費者・事業者・弁護士・学識経験者などで構成されている。図６－１は東京都の救済制

度である。しかしこの機関は充分に活用されていない。理由は条例上また運用上「住民生活に著しく影

響を及ぼすおそれがあるもの」などと公共性が要件となっていて知事が付託を行うという仕組みとなっ

ていて利用しにくいからである。消費者トラブルが多発する現況から適用条件の緩和が望まれる。東京

都の実績 11）をみると、1976 年より 2008 年 7 月 24 日まで扱った事例は 36 件に過ぎない。千葉県・茨城

県では処理件数の実績は 1～2 件のようである。 
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図６－１ 東京都の救済制度の概要 

 

 出所：東京都消費生活センタ－ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/index.html 

 

●民事訴訟による解決法 

 民事上の終局的な紛争解決は裁判手続きによることが必要である。時間と費用がかかるが裁判所の判

断は権威がある。場合には消費者行政のガイドラインにもなり、国の行政をも動かして消費者保護の強

化にも影響があった。 

裁判手続きには調停手続・督促手続・訴訟手続がある。 

調停手続とは当事者同士の話し合いの中に裁判所に入ってもらって公平で威厳のある解決案を探るも

のである。申し立て裁判所は簡易裁判所である。話し合いは裁判官と２人以上の調停委員にそれぞれの

言い分を個別に訴え調停してもらうものである。調停でまとまった内容は調停調書といって強制執行も

可能な確定判決と同じ効力がある。費用と時間も本裁判より低費用で短期である。直接裁判所におもむ

き相談がでる。 

督促手続とは債権者からの申し立てにより、原則として債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判

所書記官が債務者に金銭等の支払を命ずる制度である（民事訴訟法 382 条以下）。一般的にはサラ金業者

が債務者に貸金取り立ての手段として使われている司法手続きである。 

特徴は書記官が債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発する。債務者は

支払督促の送付を受けた日から 2 週間以内に「督促異議の申し立て」をすることが出来る。異議申し立

てがない場合、債権者は強制執行の申し立てが出来る。異議申し立てがあれば通常の訴訟手続きに移行

する。調停と同様消費者が書記官に相談できる。 

少額訴訟とは簡易裁判所において通常訴訟手続の中で60万円以下の金銭支払い請求に見合った時間と

費用と労力で紛争解決を図る制度である。ただ相手の同意が必要である。同意がなければ通常の訴訟手

続きとなる。裁判の簡易・迅速を旨とするため証拠は裁判当日に提示出来るものに限る、分割払い支払
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猶予の判決もある。原告は同一裁判所で年に 10 回までしか利用できない。一番の特徴は１日で、しかも

60 分ぐらいで裁判官をまじえ円卓で証拠書類により訴えを主張し判決が下されることである。この判決

に基づき強制執行も可能である。判決に対して異議申し立てにより通常の手続きで再審理は出来るが控

訴は出来ない。消費者自身で訴訟提起も出来るが司法書士・弁護士など代理人を立てた方が無難である。 

通常の訴訟手続の場合、訴訟金額 140 万円を超えない場合は簡易裁判所（裁判官１人）で 140 万円を

超える場合は地方裁判所で行われる。訴訟手続きなど複雑で専門的であるので弁護士に代理人を依頼し

なければならない。時間も費用もそれなりに掛かり消費者にとっては重い負担である。 

 

●刑事告訴・告発 

 業者に犯罪の疑いがある場合は刑事手続による解決である。告訴・告発により業者は示談のために被

害弁償などと紛争解決する 

場合もあるが、相手側に資産がない場合にはそれまでである。 

 

７ 被害にあわないために 

 

 高田
こ う だ

橋
ばし

厚男氏「悪徳商法の手口を見抜く」によると 12）詐欺師や悪徳商人に騙されやすい消費者の性

格を分類している。高田橋氏は長年地方自治体で消費者相談者としての経験から騙されやすい性格を 7

項目に類型化している。 

➀ 人の言うことを鵜呑みにしやすい人 

➁ 人に同情しやすい人 

➂ 物事を慎重に考えない人 

➃ 儲けようという意識の強い人 

➄ 早とちりしやすい人 

➅ 自分だけと自負心の強い人 

➆ 自己コントロ－ルできない人 

 それぞれ自己の性格を 7 項目に照らしてみるとすべて「ノ－」と言える人は少ないのではないか。結

局誰でも騙されやすい危険があるのではないだろうか。 

 一方高田橋氏は嘘を平気でつく人の性格類型を 5 項目挙げている。 

➀ 勝手で自己中心的な人 

➁ 短気で、開き直る人 

➂ 思いやりのない人 

➃ 神経質で、細かなことを気にする人 

➄ 金銭にこだわりの強い人 

 このような典型的な人なかなか身近に見られることは稀なのではないか。 

 しかし我々は「嘘も方便」と意識するか別として「嘘」も世の中穏やかに過ごすために、自分の立場

や地位を守るために、名誉やプライドを守るために無意識に「嘘」により社会生活を維持してもいると

も思われる。例えば「嘘の涙」「居留守」「見栄の嘘」「へりくだりの嘘」「とぼけ顔の嘘」「お世辞の嘘」

「おべっか」「儀式の嘘」「挨拶言葉」「狸寝入り」「おとり調査」「議会等の答弁」「商品の宣伝広告」「政
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治での公約」など思いついただけでも数に限りない。 

 なぜ、消費者は悪徳商人の旨い話にのってしまうのだろうか。 

 消費者は「良い商品をより安く買って得をしたい」という欲望がある。業者から「貴方だけ」「今回限

り」「良く似合う」「この漢方薬はよく効く」など甘いセールストークにうっかり平常心を失ってしまっ

て望まない契約をしてしまう。旨い話には心するしか騙されない方法はないのではないか。 

 

 木本錦哉・佐藤圭吾・春日寛監修「悪徳商法被害例と救済法」13）によると「利口な消費者になるため

に」と予防法 10 か条を提示している。 

➀ ドアを開けないで対応しよう 

 訪問販売の販売員は販売のプロである。販売員の訓練はドアをいかにして開けさせるかが第一だとい

われている。 

 ドアを開ける前に名前・要件を聞いて間をとり心のゆとりを取ることが重要である。 

➁ 来訪者の名前と目的を聞こう 

 セールスだとわかった時は毅然と断る。最初の消費者の受けこたえで契約可能かどうか判断している

とのこと。 

➂ 簡単の署名捺印はしない 

 契約に関する認識が一般にうすいきらいがある。口約束でも契約は成立するし、文章での署名捺印は

契約した内容の証明である。約束は当事者どうし守らなければならないし、守らない場合は国が強制力

を行使し守らせるのである。署名捺印は時間をおいてよく理解してからするようにする。 

➃ 困った時は消費者センタ－に相談する 

 困った時は 1 日でも早く消費者センタ－に相談する。訪問は勿論電話での相談も受け付けています。

地方自治体により時間・曜日（土曜・日曜・祭日受付休み）により受付をしていない場合もありますが、

（社）全国消費生活相談員協会は週末専門に相談を受け付けている。最近は週末にも相談を受け付けて

いる地方自治体もある。  

➄ はっきり断れる自分になろう 

 訪問販売は勿論電話勧誘にたいしても優柔不断は禁物である。このような態度はセ－ルスマンに付け

込まれる機会を与えてしまう場合が多いと言われている。はっきりと決断の態度を示す話し方で意思表

示が出来る習慣をつけることが肝要である。 

➅ 親は子離れ、子は親離れ 

 若者がマルチ商法などに加入するなど若者の悪徳商法の被害も増えている。このような場合親はオロ

オロするのでなく子を突き放すべきである。被害金額は人生の授業料だと諦め、子を突き放すことによ

り子が今後健全な社会生活をしていくための判断力を養うことになる。 

➆ 隣り近所と情報ネットワ－クをつくろう 

 近所付き合いが希薄になっている昨今隣り近所のお付き合いは悪徳商法の防止に役に立っている。 

➇ 秘密のない家庭で生きがいをもとう 

 家庭内での内緒での悪徳契約した場合そのまましていると被害がより過大になっていく例がよくみら

れる。その場合ほど家庭内で相談すべきである。また、趣味などを持ち自分の生きがいを持つことによ

り積極な社会生活を過ごすことになり、自分の意思を明確にできる決断力をやしなってくれる。 
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➈ わがままな消費者が悪徳商法をはびこらせる 

 いわゆる「クレーマー」消費者の権利を振りかざし消費者エゴが増えている。このようなことは間接

的ではあるが悪徳商法をはびこらせていく。 

➉ 消費者教育を学校や家庭にひろげよう 

 物を買うとはサ－ビスを受けるとはなど基本的な社会生活の中で行われている「契約の意味」、「悪徳

商法とは」「悪徳商法への対処制度」など消費者教育が小、中、高校、大学でより時間をかける必要があ

る。消費者教育が広がり健全な社会生活での判断力が養われることを期待している。 

 

 消費者が悪徳業者に騙されないためには両氏の提示には留意するのは勿論であるが、当たり前である

が消費者個人が社会生活において契約する場合慎重に対処することである。時には時間をおいて契約の

内容を精査する余裕が欲しい。身近な人に相談することも適正な契約かどうかの判断の手助けとなる。

世の中には旨い話はないのであるが、つい、私欲に勝てなくて失敗してしまう例もおうおうにある。な

かなか難しいが欲張らないことである。結局は契約にあたって慎重に私欲を抑えることに尽きるようだ。 

 

おわりに 

 

表８－１は国民生活センタ－と日本消費者協会の 2008 年の消費者 10 大ニュ－スである。食への不安

は昨年に続き上位に位置している。医療・年金など社会保障制度への不安も強い。 

 悪徳商法に関する状況も関心を集めている。悪徳商法対策では割賦販売法・特定商取引法が改正され

2009 年末には施行されることは消費者保護対策として有効な手段となることが期待されている。しかし

消費者行政の一元化をはかる消費者庁設置は本年審議されなく 2009 年に先送りされている。 

 

表８－１ 消費者問題 10 大ニュ－ス 

 

出所：朝日新聞 2008 年 12 月 20 日付け 
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 2008 年 12 月 29 日付け読売新聞によると、調査会社富士経済は 2010 年にはインタ－ネットや携帯電話

による通信販売が、03 年 2 兆 6,911 億円の約 1.8 倍 4 兆 9,444 億円まで拡大すると予測している。         

7 兆円台の全国百貨店、5兆円台のドラッグストアに迫る規模になる、その半分以上の売上をネット通販

が占めると、また、携帯電話での通販の購買層は 10 歳代後半から 20 歳代前半を中心として伸びるとし

ている。 

 国民生活センタ－2008 年 12 月 17 日にテレビショッピングに関するトラブルの状況を公表した。14）

放送メデｲアの発展によりテレビを媒体としての商品購入は飛躍的に増加している。それにともない消費

者センタ－への相談が前年度比 2006 年度 29.2％、2007 年度が 22.7％増となり、相談内容は「契約・解

約」が 77.7％である。相談者の 66.9％が 50 歳代以上である。テレビショッピングはク－リング・オフ

制度は適用されない。解約・返品方法は業者にゆだねられている。国民生活センタ－は問題として業者

側では ➀ 表示内容の理解がされにくい表示 ➁ 誤解を与えるト－ク、購買心をあおる演出 ➂ 返品を

めぐるトラブル ➃ 会員契約を勧められる場合がある。消費者へのアドバイスは ➀ 慎重に ➁ 商品の

機能等充分に確認 ➂ 返品にかんする条項を確認などである。 

 この報告から業者に勿論課題はあるが、残念ながら購買する消費者の慎重さに欠ける状態が見受けら

れる。今後訪問販売トラブルと同じく多彩なメデｲアをつうじての通信販売トラブルは社会問題化する可

能性があるように思われる。 

 内閣府の「消費者行政に関する世論調査」15）によると「国民生活センタ－」を知らない人が 32.5％

にも達している。驚きの報告である。 

調査は 2008 年 10 月 16 日～26 日、全国の 20歳以上の男女 3,000 人を面接調査である。回収率は 61.8％

である。 

「国民生活センタ－」の認知度で「名前も活動も知らない 32.5％」・「わからない 3％」が合わせて 35.5％

である。「名前も活動も知っている」は 15.3％に過ぎない。「名前は聞いた事があるが活動は知らない」

が 49.2％である。年齢別では「名前も活動もしらない」が 20 歳代 48.2％、70 歳以上が 39.9％である。 

「国民生活センタ－」の活動を知っているひとは 15％にすぎなく 85％のひとは国民生活センタ－の活

動を知らない報告である。特に「国民生活センタ－」の活動を知っている 20 歳代は 6.5％、70 歳以上で

は 12.2％である。悪徳商法の被害を被っている年代は若者・高齢者層が多数であることを考えると消費

者行政の進展のなさが思いやられる。 

 

2008 年 12 月 26 日に公表した国民生活白書 16）で振り込め詐欺や悪徳商法の被害者の 3 分の 1 がどこ

にも相談をしなかったという報告をしている。図８－１によると相談をしなかった被害者が 33.7％、相

談した先では販売店・そのセ－ルスマンが 20.2％、家族・友人・民生委員などが 17.3％、消費者生活セ

ンタ－・国民生活センタ－が 13.5％、メ－カ－と警察にそれぞれ 11.5％である。図８－２での消費者・

生活者の窓口の認知度・信頼度の調査報告によると行政の窓口をまったく知らないひとが、30％弱であ

る。国民生活センタ－の報告では国民生活センタ－を知らない人が 32.5％である。数字的には白書は少

ないが両調査の 30％弱と 32.5％とも現在の消費者・生活者の行政窓口の認知度を示している。 

信頼度については例えば消費者生活センタ－の認知度は60％弱に対して信頼度はわずか20％にも達し

ていない。国は消費者行政として認知度の向上、及び信頼度の向上をより強化する必要がある。 
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表８－２では 2006・2007 年度の消費者被害による経済的損失額を推定している。年度最大 3 兆 4,000

億円でＧＤＰの 0.7％弱を占めているとしている。 

 

図８－１ 消費者被害に遭ったときの相談先 

 

出所：国民生活白書 http://www5.cao/go/jp/seikatsu/whitepaper/index.html 
 
図８－２ 消費者・生活者窓口の認知度・信頼度 

 

出所：国民生活白書 http://www5.cao/go/jp/seikatsu/whitepaper/index.html 
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表８－２ 2006・2007 年度の消費者被害による経済的損失額の推計 

 

出所：国民生活白書 http://www5.cao/go/jp/seikatsu/whitepaper/index.html 

 

2008 年 9 月 25 日付け朝日新聞によると、地方自治体が消費者生活センタ－の相談をＮＰＯ法人などへ

の「外注化」が進んでいると報じている。その理由は経費が減り、現場の雇用の安定につながるとして

いる。大阪、青森、京都、佐賀など約 10 都道府県が相談や啓発などの事業の一部またはすべて民間に委

託している。受け皿の多くはＮＰＯ法人で➀地元の消費者団体➁自治体の非常勤消費者相談員が弁護士

らと設立したＮＰＯ法人である。 

青森県では 03 年に県内の相談員らがＮＰＯ法人を立ち上げ、04 年度に県内の市町から消費者相談を受

諾し、今では 20 市町中 17 市町の相談をしている。県の働きがきっかけである。相談員は多くの場合非

常勤職員であり 1 年毎の契約で 3 年ないし 5 年で「雇止め」である。待遇も年収 200 万円に満たない人

が多い、全国の自治体の統計では 1996 年度 から消費者行政の予算は減り続け 2006 年度は約 116億円で

5年前 1995 年度 200 億円と比べると 42％もの大幅減である 17）。このように消費者相談員の身分の不安定

性、待遇の劣悪さが充分な相談を受ける専門性・情熱・問題解決能力など課題であったし現在でも解決

しなければならない課題である。また、自治体側には財政難で相談行政の予算の先細りである。青森県

の消費者行政予算は委託後の 04 年度は前年より約 5,300 万円減少した。委託費全体は 04 年度 8,200 万

円が 08 年度は 7,000 万円、佐賀県では 06 年度 1,324 万円が 07 年度は 1,180 万円になり 08 年度は 1,459

万円と増額している。このような事情が「外注化」がおこなわれている模様である。 

一方では「外注化」に心配する声もある。「全国消費生活相談協会」の下谷富士子理事は「経験豊富な

相談員ほど住民に高い相談サ－ビスを提供するのに、3～5 年で雇止めにする自体がおかしい。消費者相

談は被害者を救うだけでない。「今どんなことが町に起きているか」を役所が知り施策に反映させて未然

防止していく役割がある。外注化しては自治体職員が問題を切実に感じられなくなるのではないか」と

批判している。日本消費者協会の山田英郎参与は「事例は年々悪質化し、相談の解決にはますます時間

とノウハウが必要となっているのに、自治体は相談件数が減ると経費を削りがち。特に 4 年目以降は委
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託費節減の圧力にさらされているのでは」と懸念している。 

これらの事情が国民生活白書で報告された「消費者・生活者行政相談窓口」の認識度の不徹底や低い

信頼度、また、相談をしない被害者が被害者の 3 分に 1 もいるという調査結果であると考えられる。 

 消費者基本法では「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め」ている。それ

に鑑み政府は各省が分割管轄している消費者行政の一元化を目的とする「消費者庁」を設置しようとし

ている。設置法案は今だに審議されずにいる。2009 年 1 月 5 日からの通常国会で審議する予定であるが

審議入りが何時になるか、成立するかは不透明である。 

 

 政府は消費者を悪徳商法などから救済する行政機構を充分に機能させ、それに従事する職員の能力向

上に予算も充分配慮し堅実な消費者を育成することに力を集中するよう期待をしたい。消費者個人も契

約に当たりより慎重にして悪徳商法に騙されないようになることは勿論である。 

 

 

 

注 

1） 国民生活センタ－http://datafile.kokusen.go.jp/wadai/kateikyoushi.html 

2） 国民生活センタ－編集「くらしの豆知識‘08」国民生活センタ－2007 年９月 p.93,94 

3） 経済産業省 http://www.no-trouble.jp/search/tokushoho/index.html 

4） 経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gyoutei.html 
5） 国民生活センタ－編集「くらしの豆知識‘09」国民生活センタ－2008 年９月 p.210～214 

6） 貸金業法・割賦販売法などで 2009 年 6 月から施行される。信用情報の適切な管理や全件登録などの 
条件を満たす信用情報機関を金融庁が指定する制度である。貸金業者が借り手の総借入残高を把握で

きる仕組みを整備するものである。 
7） 国民生活センタ－編集「くらしの豆知識‘09」国民生活センタ－2008 年９月 p.62～65 

8） 木本錦哉・佐藤圭吾・春日寛監修「悪徳商法被害例と救済法」自由国民社 2002 年４月 p.26～40 

9）日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/legal-aid/consultation/houritu7.html 

10) ADR(Alternative Dispute Resolution)は「裁判外紛争解決」などと呼ばれている。裁判を起こすの

でなく当事者以外の第三者に関わってもらって紛争解決を図るものである。解決方法は「あっせん」

「調停」「仲裁」がある。 

11）東京くらし WEB http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/index.html 

12）高田橋厚男「悪徳商法の手口を見抜く」ぎょうせい 2005 年６月 p.3～14 

13）木本錦哉・佐藤圭吾・春日寛監修「悪徳商法被害例と救済法」自由国民社 2002 年４月 p.53～68 

14）国民生活センタ－http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20081217-1.html 

15）内閣府 http://www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-shohisha/2-3.html 

16）国民生活白書 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/index.html 
17）中日新聞 2008 年 2 月 14 日付け 
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